
１ 

横浜市行政地図情報提供システムの操作方法について 
 
 
 
 
①下記URLを検索すると下図のHP が表示されます。図の下部の「iマッピー」 
をクリックしてください。 
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal 
 
 
 

 
 

 

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal


２ 

①利用規約を確認し、「同意する」をクリックします 

 

 

 

 

「同意する」をクリック 

中略 



３ 

②「住宅宿泊事業」を開始する建物や土地の住所を検索します。検索方法は２種類あり、「住所か

ら探す方法」と「地図から探す方法」があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住所から探す」場合は、住所を
入力してください。 

「地図から探す」場合は、地図上をク
リックしてください。 



４ 

③建築協定区域を調べる場合は、表示切替タブの「建築・造成等に関する制限」の内、「建築協定

区域その他建築基準法の区域等」を選択してください。 

 凡例を表示するには、「建築協定区域その他建築基準法の区域等」の左に表示された「⊞」をク

リックします。 

緑色の網掛けで表示されている区域が建築協定区域になります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５ 

④地区計画、地域まちづくりルール及び街づくり協議地区を調べる際も③のように行います。 
 

 
 
 
※１                         ※２ 

       

地区計画を調べる場合は、「地区計画その他地域
地区等」をクリックしてください。 
黄色で表示されている区域が地区計画区域にな

ります。※１ 

地域まちづくりルール及び街づくり協議地区を
調べる場合は、「地域まちづくり推進条例・街づくり
協議地区等」をクリックしてください。 
赤色で表示されている区域が地域まちづくりル

ールの該当区域になります。 
黄色で表示されている区域が街づくり協議地区

になります。※２ 


